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議第39号

京都市医療法に基づく病院及び診療所の人員及び施設の基準に関

する条例の制定について

　京都市医療法に基づく病院及び診療所の人員及び施設の基準に関する条例

を次のように制定する。

平成28年２月24日提出

京 都 市 長 門 川 大 作

京都市医療法に基づく病院及び診療所の人員及び施設の基準に関

する条例

（趣旨）

第１条　この条例は，医療法（以下「法」という。）の規定に基づき，病院

及び診療所の人員及び施設の基準を定めるものとする。

（用語）

第２条　この条例において使用する用語は，法において使用する用語の例に

よる。

（基準）

第３条　法第18条の規定に基づき条例で定める病院又は診療所に置かなけれ

ばならない専属の薬剤師の基準は，医療法施行規則（以下「規則」とい

う。）第６条の６に定める基準とする。

２　法第21条第１項の規定に基づき条例で定める病院の人員及び施設の基準

は，規則第19条第２項及び第３項並びに第21条に定める基準とする。

附 則

（施行期日）

１　この条例は，平成28年４月１日から施行する。

（関係条例の廃止）
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２　京都市診療所における専属の薬剤師の配置の基準に関する条例は，廃止

する。

（規則の規定の適用に関する経過措置）

３　第３条の規定の適用に関する経過措置は，規則及び規則の全部又は一部

を改正する省令の附則に規定する経過措置の例による。

（検討）

４　本市は，第３条の規定において引用する規則の規定が改正されたときは，

速やかに，同条の規定の改正の要否を検討し，その結果に基づき，本市の

区域の実情に応じた基準の策定に取り組まなければならない。

提案理由

　病院の人員及び施設の基準を定める必要があるので提案する。


